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コース 
（例） 

引上げ額 
引き上げる 
労働者数 

助成上限額 助成対象事業場 助成率 

30 円 
コース 

30 円 
以上 

１人 ３０万円 以下の２つの要件を満た
す事業場 
 
(1) 事業場内最低賃金と 

千葉県最低賃金の差額
が 30 円以内 
 

(2) 事業場規模 100 人 
以下 

 
3/4（75％） 

 
生産性要件を 
満たした場合は 

4/5（80％） 

２～３人 ５０万円 

４～６人 ７０万円 

７人以上 １００万円 

10 人以上 １２０万円 

      

 
 
 
 
  
 
 
 
 

【お問い合わせ先】                        【申請先】 

令和４年度 業務改善助成金（通常コース）のご案内 
～千葉県最低賃金の改正に合わせて活用できます～ 

令和４年度の千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正金額及び改正日は現時点では未定です

が、改正されれば、必ず同最低賃金額以上となるよう賃金を引き上げなければなりません。中小

企業・小規模事業者で生産性向上のための設備投資等を行う意向がある場合には、千葉県最低賃

金等の改正に合わせて事業場内最低賃金を引き上げることにより、設備投資等に要した費
用の一部について助成を受けることができます。 

※ 千葉県最低賃金等の改正に合わせて活用する場合、これらの改正日までに、申請した後、賃金を引き上げている
必要があります。 

業務改善助成金は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃
金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

生産性向上のための設備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓
練）を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費
用の一部を助成します。 
                                    

（※２）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。 
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を 
比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。 

※ 30 円コースのほか、45 円、60 円、90 円のコースがあります。 

（※１）10 人以上の上限額区分は、売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が 
前年又は前々年の同じ月に比べて、30％以上減少している事業者の事業場が対象となります。 

◆ 過年度に業務改善助成金を活用した事業場も、助成対象となります。 
◆ 申請期限は令和５年１月 31 日です。予算の範囲内で交付するため、

募集を早期に終了する場合があります。 
◆ 事業完了の期限は令和５年３月３１日です。 

助成金の概要（千葉版） 

交付申請書・
事業実施計画
などを、労働局
に提出 

交付決定後、提出し
た計画に沿って事業
（賃金引上げと設備
投資等）実施 

労働局に事
業実施結果
を報告 

助成金の
支給 

   審査 審査 

ご留意頂きたい事項

業務改善助成金 

詳しくは厚生労働省 HP を 
ご覧ください 

で検索！ 

（※２） 

（※１） 

 R４.５.25 
 千葉労働局労働基準部賃金室 作成 

業務改善助成金コールセンター 
フリーダイヤル：０１２０－３６６－４４０ 

 

千葉労働局 雇用環境・均等室 企画部門 
電話：０４３－３０６－１８６０ 

 


